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○ 学校では、毎年４～６月の時期に年１回健康診断が行われる（学校保健安全法施行規則第５条）。

２．内 容

児童生徒等の健康診断における検査項目（学校保健安全法施行規則第６条）

【健康診断票の送付】
○ 校長は、児童生徒が進学または転学した場合においては、当該児童生徒の健康診断票を進学先または転学先の校長に送付
（学校保健安全法施行規則第８条第２項及び第３項）。

【健康診断票の保存期間】
○ 児童生徒等の健康診断票は、５年間保存(学校保健安全法施行規則第８条第４項)。

○ 学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とし、子供の健康の保持増進を図るために実施するもの。
○ 個人を対象とした確定診断を行うものではなく、子供が健康か否か、疾病や異常の疑いがあるかという視点で選び出す「スクリーニング」の性格
をもつ。

３．関連諸規定について

１．児童生徒等の健康診断とは

１ 身長及び体重
２ 栄養状態
３ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

並びに四肢の状態
４ 視力及び聴力
５ 眼の疾病及び異常の有無

６ 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
７ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
８ 結核の有無
９ 心臓の疾病及び異常の有無
10 尿
11 その他の疾病及び異常の有無

○ 健康診断の結果は本人や保護者に通知され、その際に疾病または異常の疑いが認められる場合は、医療機関への受診を勧める
（健康診断票に病歴・受診結果等は記載されない）（学校保健安全法第１２条）。

○ 健康診断は学校医、学校歯科医等が実施する（学校保健安全法施行規則第２２条及び第２３条）。

学校における児童生徒等の健康診断について
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児童生徒等の健康診断情報の電子化の推進について
 現在、児童生徒等の健康診断情報の電子化については、「統合型校務支援システム」の健康管
理機能等を活用して電子化が進められている自治体が一般的である。
※「統合型校務支援システム」とは、教務系（成績処理、出欠管理、時数管理等）、保健系（健康診断票、保健室来室管理
等）、学籍系（指導要録等）、学校事務系などを統合した機能を有しているシステムのことであり、「手書き」「手作業
」 が多い教員の業務の効率化を図る観点で有効である。また、教職員による学校・学級運営に必要な情報、児童生徒の状
況の一元管理、共有を可能とする。

 したがって、健康管理機能を有する「統合型校務支援システム」の整備を進める必要がある。

 平成３０年３月現在、５２．5％の学校が「統合型校務支援システム」を導入（平成２９年度学
校における教育の情報化の実態等に関する調査結果より引用）。

 令和元年５月現在、都道府県立、政令指定都市立、中核市立の学校（幼稚園、大学を除く。）
で健康診断情報を電子的に記録している学校は約６割である。

 平成２９年１２月に取りまとめた「学校におけるＩＣＴ環境の整備方針」において、統合型校
務支援システムの１００％整備等が目標とされている。当該方針を踏まえ「教育のＩＣＴ化に
向けた環境整備５か年計画（2018年度～2022年度）」を策定し、このために必要な経費とし
て、2018～2022年度まで単年度１，８０５億円の地方財政措置が講じられている。

 市町村等におけるシステム整備と健診情報の電子化を進めるよう働きかける。
※但し、PHRに係る政府全体の検討と連携し、他の健診情報との接続可能性に留意する。



 学校健診情報の電子化と自治体の実施する健診情報との連携を進めるた
め、

①学校のICT化の促進により、学校における健診情報の電子化を進めること
②学校における健診情報の保存方法を検討すること
③他の健診情報等との接続を行うため、データの互換性など技術的な課題を
解決するための検討を行うこと
④個人情報の取扱いについて、他の健診情報等の例を見ながら整理すること
などに関係省庁と連携して取り組む。 5

１ 今後の方向性について

２ 早期実現に向けて取り組むべきこと

 学校の健診情報の電子化は重要であると考える。このため、学校の健診情
報の電子化を進めていく必要がある。

 また、自治体の実施する他の健診情報との連携については、今年度に厚労
省に設置される検討会と連携し検討を進めていく。

※なお、次世代医療基盤法において、学校健診の結果は法に基づく医療情報と位置付けられており、
学校設置者から国の認定を受けた事業者に提供することが可能である。

学校における健康診断の方向性と課題について
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学校健康診断情報の基盤接続の検討について

文部科学省が所管する、児童生徒等の健康診断については、学校保健安全
法によって健康診断の項目が定められている。
但し、情報の連携という観点からは、乳幼児健診、成人後の職場等での健

康診断や特定健診等との項目の接続等について検討する必要がある。

 2019年度
・PHRの基盤となる電子化、相互互換性のあるデータ形式等に係る政府全
体での検討と連携する。

・並行して、乳幼児期・学童期の接続については、厚生労働省が「母子保
健情報と学校保健情報を連係した情報の活用に向けた研究」を実施する
予定であり、厚生労働省と連携して、乳幼児健診から児童生徒等の健康
診断へ引き継ぐべき項目、健診情報の利活用について検討を行う。

 2020年度以降
・上記検討及び研究等の結果を踏まえ、児童生徒等の健康診断についても
必要な検討を行う（乳幼児健診はマイナンバー制度により管理する方向
性であることを踏まえ、マイナンバー制度の利用についても検討する）。



 「統合型校務支援システム」とは、教務系（成績処理、出欠管理、時数管理等）、保健系（健康診断票、保健室来室管理等）、学
籍系（指導要録等）、学校事務系などを統合した機能を有しているシステムのこと

 教職員による学校・学級運営に必要な情報、児童生徒の状況の一元管理、共有を可能とし、 「手書き」「手作業」 が多い教員の業務の
効率化を図る観点で有効である。

 小規模自治体の負担や、教員の異動等を踏まえると、教員の業務負担軽減に向けては、都道府県単位での統合型校務支援システムの
導入推進が有効。

統合型校務支援システムについて
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